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期
限
内
に
申
告
を
し
ま
し
ょ
う

所
得
税
・
町
県
民
税
（
住
民
税
）

の
申
告
は
、
町
県
民
税
だ
け
で
な

く
、
国
民
健
康
保
険
税
、
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
料
、
介
護
保
険
料

な
ど
の
算
出
基
礎
と
な
り
ま
す
。

　

本
人
が
こ
れ
ら
の
保
険
に
加
入

し
て
い
な
く
て
も
、
同
じ
世
帯
に

加
入
し
て
い
る
か
た
が
い
る
場
合

に
は
、
申
告
の
内
容
に
よ
っ
て
保

険
税
な
ど
の
軽
減
措
置
が
受
け
ら

れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
忘
れ
ず

に
申
告
を
し
ま
し
ょ
う
。

申
告
が
必
要
な
か
た

　

令
和
５
年
１
月
１
日
現
在
、
板

倉
町
に
住
ん
で
い
た
か
た
で
、
次

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
か
た

●
事
業
、
農
業
、
不
動
産
、
配
当

な
ど
の
所
得
が
あ
る
か
た

●
給
与
収
入
が
２
千
万
円
を
超
え

る
か
た

●
給
与
収
入
・
年
金
収
入
以
外
に

所
得
が
あ
る
か
た

●
令
和
４
年
中
に
退
職
し
て
、
年

末
調
整
を
し
て
い
な
い
か
た

●
23
〜
66
歳
で
、
無
収
入
の
か
た

（
町
内
在
住
者
の
扶
養
に
入
っ
て
い

る
場
合
は
除
き
ま
す
）

●
医
療
費
控
除
や
生
命
保
険
料
控

除
な
ど
を
申
告
し
て
、
所
得
税
の

還
付
を
受
け
た
い
か
た

町
で
の
申
告
が
不
要
な
か
た

●
税
務
署
で
所
得
税
の
確
定
申
告

を
す
る
か
た
（
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
で
の

電
子
申
告
を
含
み
ま
す
）

●
収
入
が
給
与
の
み
で
年
末
調
整

が
済
ん
で
お
り
、
給
与
の
源
泉
徴

収
票
に
記
載
さ
れ
た
以
外
の
控
除

が
無
く
、
勤
務
先
が
給
与
支
払
報

告
書
を
町
へ
提
出
し
て
い
る
か
た

●
収
入
が
公
的
年
金
の
み
で
、
年

金
の
源
泉
徴
収
票
に
記
載
さ
れ
た

扶
養
・
社
会
保
険
料
以
外
の
控
除

が
無
い
か
た

申
告
に
必
要
な
も
の

①
収
入
が
確
認
で
き
る
書
類

※
給
与
・
年
金
等
の
源
泉
徴
収
票
、

農
業
・
営
業
等
の
収
支
内
訳
書
、

配
当
金
の
支
払
通
知
書
な
ど

②
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
（
カ
ー

ド
を
お
持
ち
で
な
い
か
た
は
、
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
が
確
認
で
き
る
書
類

と
、
本
人
確
認
書
類
）

③
扶
養
し
て
い
る
か
た
の
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
が
確
認
で
き
る
書
類

④
医
療
費
控
除
の
明
細
書
（
明
細

書
に
は
、
領
収
書
１
枚
ご
と
で
は

な
く
、
医
療
を
受
け
た
か
た
別
、

さ
ら
に
病
院
ま
た
は
薬
局
別
に
記

載
し
て
く
だ
さ
い
）

⑤
生
命
保
険
料
・
地
震
保
険
料
の

支
払
証
明
書

⑥
身
体
障
害
者
手
帳
・
療
育
手
帳

な
ど

⑦
還
付
と
な
る
か
た
は
、
申
告
者

本
人
の
預
金
口
座
が
わ
か
る
も
の

⑧
確
定
申
告
を
す
る
か
た
の
み
、

利
用
者
識
別
番
号
（
番
号
が
記
載

さ
れ
た
税
務
署
か
ら
の
通
知
書
や

は
が
き
）

※
利
用
者
識
別
番
号
は
、ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ

を
利
用
す
る
た
め
に
必
要
な
16
桁

の
番
号
で
、
本
人
を
識
別
す
る
た

め
の
も
の
で
す
。
取
得
者
に
は
、

税
務
署
か
ら
通
知
書
や
は
が
き
が

郵
送
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
申
告

会
場
に
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

住
民
税
係

82

－

６
１
２
７

令
和
５
年
１
月
１
日
現
在
、

板
倉
町
に
住
ん
で
い
た

板
倉
町
へ
の
申
告
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん

令
和
５
年
１
月
１
日
に
住
ん
で
い
た
市
町
村
に
申
告
し
て
く
だ
さ
い

◆収入なし

◆主に年金収入

◆主に給与収入

◆事業所得（農業、営業など）
◆不動産所得
◆雑所得
◆一時所得
◆利子所得
◆配当所得
◆総合譲渡所得

◆譲渡所得（土地、建物など）
◆先物取引の雑所得
◆株式等の譲渡所得
◆上場株式などの配当所得
◆山林所得
※確定申告が不要な場合あり

◆非課税収入のみ
（遺族年金、障害年金、
失業給付金など）

・町内に住む親族の税法上の扶養になっている

・税法上、誰の扶養にもなっていない
・町外に住む親族の税法上の扶養になっている

・ 年金収入のみで１４８万円（65歳未満は98万円）

以下である

・ 年金収入のみで１４８万円（65歳未満は98万円）
超、４００万円以下で所得控除を受けるかた

・ 年金収入が４００万円以下で、他の所得（20
万円以下）がある

・年金収入のみで４００万円を超える

・ 年金収入以外の所得が20万円を超える
  （年金収入額に関係なく）

・年末調整が済んでいる  （１か所からの給与のみ）

・給与収入以外の所得が20万円以下である

・年末調整の内容に変更がある
・医療費控除を受ける
・新規に住宅借入金等特別控除を受ける
・２か所以上から給与の支払いを受けた
・年末調整が済んでいない
・給与収入が２，０００万円を超える
・給与収入以外の所得が20万円を超える

・所得金額より控除が多い場合
  （所得税が課税されない）

・所得金額より控除が少ない場合
  （所得税が課税される）

・町内に住む親族の税法上の扶養になっている

・税法上、誰の扶養にもなっていない
・町外に住む親族の税法上の扶養になっている

スタート

令
和
４
年
中
に
ど
ん
な
収
入
が
あ
り
ま
し
た
か

申告不要

住民税申告

確定申告

申告不要

住民税申告

住民税申告

確定申告

住民税申告

確定申告

申告不要

住民税申告

確定申告

申告不要

住民税申告

税務署で
確定申告

い
い
え

い
い
え

はいはい

あなたに必要な申告を、
フローチャートで確認してみましょう
・記事とチャートにある年齢は、令和５年１月１日現在です

・ 納めすぎた所得税の還付を受ける場合は、フローチャートにかかわらず

確定申告が必要です

　

申
告
を
す
る
か
た
は
、
申
告
会
場
に
あ
る

整
理
券
を
お
取
り
く
だ
さ
い
。

　

整
理
券
に
は
、
入
場
時
間
が
記
載
さ
れ
て

い
ま
す
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対

策
の
た
め
、申
告
会
場
に
は
時
間
枠
を
区
切
っ

て
入
場
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
入
場
時
間
に

な
っ
た
ら
申
告
会
場
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
予
定
時
間
が
ず
れ
る
こ
と
も
あ
り

ま
す
が
、
ご
理
解
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

税の申告税の申告
所得税・町県民税の所得税・町県民税の申告はお早めに申告はお早めに

＜上記の期間中でご都合の良い日にお越しください＞＜上記の期間中でご都合の良い日にお越しください＞

受付時間受付時間　午前９時～午後４時　午前９時～午後４時
場　　所場　　所　役場３階大会議室　　役場３階大会議室　

２２ 1616 ３３ 1515月月 日日（木）（木）～～ 日日（水）（水）月月
（土・日、祝日は除く）（土・日、祝日は除く）

申告相談を実施します


